障害児通園施設の無償化に伴う対応について【補足資料】（令和元年１０月１日通知）

無償化対象児童における上限額管理決定の取扱いについて
[bookmark: _GoBack]　
　無償化対象児童における上限額管理対象の決定の有無について、次のとおり取扱いを変更することとしますので、各事業所におかれましてはご留意くださいますようお願いいたします。
【変更前】無償化対象児童となっても終了せず上限額管理対象の決定を残す
　　　（９月５日説明会時における上限額管理の取扱い）

　　【変更後】無償化対象児童は、受給者証の更新時に上限額管理の決定を終了し、
受給者証の印字についても表記しない。
　　　
＜理由＞
本件については、厚労省が示した事務取扱ＱＡ（次ページ参照）において、特
段の廃止手続き等は不要である旨が示されたことや過剰なデータ処理によるエラーリスクを避けるため上限額管理を残すこととしていたところですが、９月５日の説明会において、請求時に基本情報削除などの手間がかかることや印字が残るためわかりにくい点などのご質問をいただいたことから、改めて取扱いについて検討したものです。
この結果、主に次の理由から受給者証更新時に無償化対象児童の上限額管理の決定は一旦終了させることとします。
1 無償化対象期間は年齢が基準であるため途中で対象外となることがない
2 無償化期間終了後は、多くの児童が放デイに移行するため新たに上限額管理の届出を提出するため、提出にかかる負担はほとんど変わらない
3 受給者証に表示がないほうが、保護者、事業者ともにわかりやすく間違いにくい
4 受給者証更新時に無償化対象児童と記載が入るため、それに併せて上限管理決定を終了するのがわかりやすい

　上限額管理の決定の有無が終了となるのは、各々の受給者証の更新時となります。１０月１日の無償化対象期間開始後も更新までの間は上限額管理の決定が残りますので、ご注意ください。
なお、上限額管理の決定は無償化期間終了後に自動で復活はしません。再び上限額管理が必要となる場合は、同一事業所であっても改めて保護者様からの届出が必要となりますのでご承知おきください。
　相模原市障害福祉サービス課　
　給付班　請求担当　
　TEL０４２－８５１－３１８６　

＜参考：厚生労働省　無償化事務にかかるＱＡから関連部分を抜粋＞
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